
海外労働事情

Business Labor Trend 2009.8

44イ
ギ
リ
ス

最
低
賃
金
額
の
改
定
、
不
況

の
影
響
で
微
増
に

　

全
国
最
低
賃
金
制
度
に
関
す
る
政

府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
低
賃
金
委
員

会
は
五
月
は
じ
め
、
〇
九
年
の
最
低

賃
金
の
改
定
額
案
な
ど
を
提
言
す
る

報
告
書
を
政
府
に
提
出
、
政
府
は
こ

れ
を
承
認
し
た
。
一
〇
月
の
改
定
で
、

二
二
歳
以
上
の
成
人
向
け
の
額
は
現

行
の
五
・
七
三
ポ
ン
ド
か
ら
五
・
八

〇
ポ
ン
ド
に
、
一
八
〜
二
一
歳
向
け

は
四
・
七
七
ポ
ン
ド
か
ら
四
・
八
三

ポ
ン
ド
に
、
一
六
〜
一
七
歳
向
け
は

三
・
五
三
ポ
ン
ド
か
ら
三
・
五
七
ポ

ン
ド
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ

る
。
不
況
の
影
響
へ
の
配
慮
か
ら
、

改
定
率
は
例
年
よ
り
低
水
準
に
と
ど

ま
っ
た
。

　

全
国
最
低
賃
金
制
度
は
、
地
域
や

産
業
を
問
わ
ず
一
律
の
最
低
賃
金
額

を
設
定
す
る
制
度
と
し
て
一
九
九
九

年
に
導
入
さ
れ
た
。
毎
年
の
改
定
に

際
し
て
は
、
公
労
使
の
メ
ン
バ
ー
か

ら
な
る
低
賃
金
委
員
会
が
政
府
の
諮

問
を
受
け
て
、
新
た
な
改
定
額
や
制

度
改
正
に
関
す
る
提
言
を
報
告
書
と

し
て
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
委
員
会

は
、
過
去
の
改
定
の
経
済
・
雇
用
状

況
へ
の
影
響
等
に
関
す
る
調
査
を
実

施
す
る
ほ
か
、
平
均
賃
金
・
物
価
の

動
向
、
政
労
使
等
か
ら
の
意
見
な
ど

を
考
慮
の
う
え
改
定
案
を
決
定
す
る
。

委
員
会
の
試
算
で
は
、
最
低
賃
金
の

改
定
は
毎
年
約
一
〇
〇
万
人
の
賃
金

を
引
き
上
げ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
じ

て
低
賃
金
労
働
者
の
所
得
水
準
の
向

上
や
、
低
賃
金
労
働
者
の
多
い
女
性

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
水
準

の
改
善
を
通
じ
て
、
男
女
間
の
賃
金

格
差
の
是
正
に
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

な
お
こ
の
間
、
雇
用
へ
の
マ
イ
ナ
ス

の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
い
な
い

と
い
う
。

　

委
員
会
は
、
当
初
二
月
に
予
定
さ

れ
て
い
た
報
告
書
の
政
府
へ
の
提
出

期
限
を
五
月
に
延
期
し
た
。
不
況
に

伴
う
急
激
な
雇
用
状
況
の
悪
化
と
賃

金
・
物
価
上
昇
率
の
低
下
を
受
け
て
、

可
能
な
限
り
新
し
い
デ
ー
タ
に
基
づ

く
改
定
額
の
検
討
が
必
要
と
判
断
し

た
た
め
だ
。
事
前
の
意
見
聴
取
に
対

し
て
、
委
員
会
に
参
加
し
て
い
る
Ｃ

Ｂ
Ｉ
（
イ
ギ
リ
ス
産
業
連
盟
）
を
含

む
使
用
者
団
体
や
企
業
か
ら
は
、
不

況
を
理
由
に
最
賃
額
の
凍
結
を
求
め

る
声
が
強
か
っ
た
。
一
方
、
労
組
側

は
、
最
賃
額
の
引
き
上
げ
に
よ
る
企

業
へ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
り
、
企

業
は
こ
れ
を
吸
収
す
る
余
力
が
あ
る

と
し
て
、
例
年
通
り
大
幅
な
引
き
上

げ
を
求
め
て
い
た
。

　

報
告
書
は
、
最
賃
制
度
の
影
響
を

受
け
や
す
い
低
賃
金
業
種
と
し
て
一

〇
業
種（
１
）
に
注
目
し
、
雇
用
状

況
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
一
〇
業
種
の
二
〇
〇
八
年
末
の

雇
用
者
数
の
前
年
同
期
か
ら
の
減
少

率
は
、
全
産
業
の
平
均
と
ほ
ぼ
同
程

度
（
そ
れ
ぞ
れ
マ
イ
ナ
ス
一
％
と
マ

イ
ナ
ス
一
・
一
％
）。
し
か
し
、
一

〇
業
種
の
低
賃
金
労
働
者
の
半
数
近

く
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
小
売
業
と
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
業
（
宿
泊
・
飲
食
店

業
な
ど
）
で
は
、
消
費
の
低
迷
か
ら

顕
著
な
雇
用
の
減
少（
マ
イ
ナ
ス
二
・

五
％
と
マ
イ
ナ
ス
一
・
六
％
）
が
み

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
介
護
事
業

（
二
・
四
％
）
や
警
備
業
（
四
・
一
％
）、

美
容
業
（
四
・
一
％
）
な
ど
で
は
む

し
ろ
雇
用
は
拡
大
傾
向
に
あ
る
。

　

ま
た
企
業
規
模
別
に
は
、
低
賃
金

労
働
者
の
多
く
が
小
規
模
企
業
（
低

賃
金
委
員
会
の
定
義
で
は
、
従
業
員

規
模
五
〇
人
未
満
の
企
業
）
に
雇
用

さ
れ
て
い
る
が
、
小
規
模
企
業
の
雇

用
者
数
に
は
未
だ
著
し
い
減
少
は
生

じ
て
い
な
い
と
い
う
。
一
方
、
年
齢

別
に
は
、
低
賃
金
労
働
者
の
多
い
若

年
層
の
雇
用
は
他
の
年
齢
層
に
比
べ

て
著
し
く
悪
化
し
て
い
る
。

　

委
員
会
は
、
今
後
の
経
済
・
雇
用

の
動
向
の
予
測
は
難
し
い
と
し
つ
つ

も
、
低
賃
金
業
種
に
つ
い
て
は
今
後
、

経
済
全
体
の
平
均
以
上
に
雇
用
状
況

が
悪
化
す
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
慎
重
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
、
例
年
よ
り
小
さ
い

引
き
上
げ
幅
の
改
定
案
を
政
府
に
示

し
、
政
府
は
こ
れ
を
了
承
し
た
。
〇

九
年
一
〇
月
か
ら
、
二
二
歳
以
上
の

成
人
向
け
額
は
五
・
八
〇
ポ
ン
ド（
七

ペ
ン
ス
、
一
・
二
％
増
）、
一
八
〜

二
一
歳
向
け
は
四
・
八
三
ポ
ン
ド（
六

ペ
ン
ス
、
一
・
三
％
増
）
に
、
一
六

〜
一
七
歳
向
け
は
三
・
五
七
ポ
ン
ド

（
四
ペ
ン
ス
、
一
・
一
％
）
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
委
員
会
が

併
せ
て
報
告
書
に
盛
り
込
ん
だ
複
数

の
制
度
改
正
に
関
す
る
提
言
の
う
ち
、

成
人
向
け
レ
ー
ト
の
適
用
年
齢
を
一

歳
引
き
下
げ
て
二
一
歳
か
ら
と
す
る

こ
と
に
政
府
は
合
意
、
二
〇
一
〇
年

一
〇
月
の
最
賃
額
改
定
と
同
時
に
実

施
さ
れ
る
予
定
。
こ
れ
は
、
既
に
最

賃
制
度
の
導
入
時
点
か
ら
委
員
会
が

政
府
に
提
言
し
て
い
た
も
の
だ
。

　

ま
た
、
委
員
会
は
近
年
の
報
告
書

で
、
現
行
制
度
で
は
適
用
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
徒
弟
制
度

（apprenticeship

）
の
労
働
者
に

対
す
る
最
賃
制
度
の
適
用
の
可
能
性

を
諮
問
す
る
よ
う
政
府
に
提
言
し
て

お
り
、
政
府
は
今
回
、
こ
れ
を
諮
問

内
容
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
た
。
徒
弟

制
度
は
、
企
業
に
お
け
る
就
業
を
通

じ
て
訓
練
を
受
け
る
も
の
で
、
週
当

た
り
の
賃
金
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る

（
２
）。
実
際
に
支
払
わ
れ
て
い
る
賃

金
の
平
均
額
は
概
ね
こ
の
法
定
額
を

上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、
業
種
（
た

海
外
労
働
事
情

最低賃金額（22歳以上）の推移
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

最賃額（£） 3.60 3.70 4.10 4.20 4.50 4.85 5.05 5.35 5.52 5.73 5.80
　増加率(％） 2.8 10.8 2.4 7.1 7.8 4.1 5.9 3.2 3.8 1.2
　未満率(％）* 0.9 0.9 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
　対平均賃金
　比率(％）* 35.7 34.7 36.5 35.9 37.7 38.5 38.5 39.6 39.4

　対賃金中央値
　比率(％）* 45.4 44.2 47.2 46.5 48.1 49.4 49.7 51.1 50.7

* 統計局（Offi ce for National Statistics）の労働時間・所得統計調査（Annual Survey of Hours and Earnings）に基づき、低賃金委
員会が推計したもの。
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と
え
ば
美
容
業
）
に
よ
っ
て
は
こ
れ

が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
委
員
会
は
実
効
性
の
確
保

の
た
め
、
最
賃
制
度
の
枠
組
み
の
中

で
管
理
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
若
年
者
の
雇
用
状

況
が
著
し
く
悪
化
し
て
い
る
こ
と
や
、

徒
弟
制
度
は
訓
練
的
性
格
が
強
い
と

の
見
方
か
ら
も
、
徒
弟
労
働
者
に
対

し
て
現
在
の
最
賃
制
度
の
金
額
を
適

用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
、
新
た
な

最
賃
額
の
設
定
に
向
け
て
さ
ら
に
検

討
を
行
う
旨
の
諮
問
を
行
う
よ
う
政

府
に
提
言
し
た
。

　

委
員
会
は
こ
の
ほ
か
、
違
反
事
業

主
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
の
強
化
に

向
け
て
、
悪
質
な
企
業
名
の
公
表
や
、

監
督
官
庁
で
あ
る
歳
入
関
税
庁
の
監

督
官
の
増
員
に
予
算
措
置
を
行
う
こ

と
な
ど
を
提
言
し
て
い
る（
３
）。

﹇
注
﹈

１
．
小
売
業
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
業
、
介

護
事
業
、
清
掃
業
、
農
業
、
警
備
業
、

繊
維
・
衣
服
業
、
食
品
加
工
業
、
レ

ジ
ャ
ー
・
旅
行
・
ス
ポ
ー
ツ
業
、
美
容
業
。

こ
れ
ら
の
業
種
は
、
雇
用
者
の
約
三
分

の
一
に
相
当
す
る
八
四
一
万
人
を
雇
用

し
て
お
り
、
ま
た
低
賃
金
労
働
者
（
四

月
時
点
の
統
計
か
ら
、
一
〇
月
の
改
定

額
未
満
の
労
働
者
を
推
計
）
の
約
六
五
％

が
従
事
し
て
い
る
。

２
．
制
度
内
容
は
国
内
四
地
域
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
企
業

が
徒
弟
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
、
週

八
〇
ポ
ン
ド
（
雇
用
し
な
い
場
合
は
、

公
的
補
助
で
あ
る
教
育
維
持
手
当
を
週

三
〇
ポ
ン
ド
支
給
）、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

で
は
五
五
ポ
ン
ド
、
な
ど
。

３
．
政
府
は
近
年
、
制
度
上
の
権
利
に
関

す
る
知
識
の
少
な
い
外
国
人
や
、
立
場

の
弱
い
労
働
者
（vulnerable w

orker

）

な
ど
に
対
す
る
最
賃
違
反
を
防
止
す
る

た
め
、
企
業
や
労
働
者
に
対
す
る
周
知

と
並
ん
で
、
履
行
確
保
の
強
化
の
た
め

の
制
度
改
正
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
一

環
と
し
て
、
四
月
か
ら
は
、
監
督
官
が

違
反
を
発
見
し
た
場
合
、
未
払
い
額
の

支
払
い
と
併
せ
て
そ
の
五
〇
％
の
罰
金

（
最
低
で
も
一
〇
〇
ポ
ン
ド
、
最
高
で

五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）
を
事
業
主
に
課
す

ほ
か
、
未
払
い
額
の
算
定
方
法
に
つ
い

て
も
、
過
去
時
点
の
最
賃
額
で
は
な
く

現
行
の
額
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

【
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各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

ア
メ
リ
カ

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
労
働

時
間
、
一
日
平
均
八
・
一
時

間―

労
働
統
計
局
発
表―

　

労
働
統
計
局
は
六
月
二
五
日
『
ア

メ
リ
カ
の
時
間
使
い
方
調
査
（
二
〇

〇
八
）』
の
結
果
を
公
表
し
た
。
就

業
者
全
般
の
労
働
時
間
は
二
〇
〇
七

年
と
比
較
し
て
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る

が
、
男
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

み
二
〇
〇
五
年
以
降
一
貫
し
て
長
時

間
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

食
事
の
準
備
等
に
費
や
す
時
間
は
男

女
と
も
減
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
一
方

で
、
子
供
等
家
族
の
世
話
に
要
す
る

時
間
は
男
性
が
長
く
な
り
女
性
が
短

く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
調

査
は
人
口
動
態
調
査
（C

urrent 

P
opulation S

urvey

）
を
基
づ
い

て
行
わ
れ
て
い
る
全
国
規
模
の
調
査

で
、
一
五
歳
以
上
の
一
万
二
七
〇
〇

人
を
対
象
に
電
話
ア
ン
ケ
ー
ト
で
実

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年

か
ら
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
発
表
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ

カ
で
就
業
し
て
い
る
労
働
者
の
労
働

時
間
は
、
平
均
で
七
時
間
三
五
分
、

男
女
別
で
は
男
性
が
七
時
間
五
八
分
、

女
性
は
七
時
間
〇
七
分
と
な
っ
て
い

る
。
雇
用
形
態
別
で
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
が
八
時
間
〇
三
分
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
五
時
間
二
二
分

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
男
性
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
が
八
時
間
一
六
分
、
女
性

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
が
七
時
間
四
四

分
、
男
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が

五
時
間
二
八
分
、
女
性
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
が
五
時
間
二
〇
分
で
あ
る
。

男
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
二
〇

〇
五
年
四
時
間
五
一
分
、
二
〇
〇
六

年
五
時
間
〇
五
分
、
二
〇
〇
七
年
五

時
間
一
一
分
と
い
う
よ
う
に
長
時
間

化
し
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
食
事

の
準
備
や
自
宅
の
清
掃
な
ど
家
事
に

費
や
す
時
間
を
男
女
別
に
み
る
と
男

性
が
二
時
間
〇
一
分
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
女
性
が
二
時
間
三
五
分
、
子

供
な
ど
の
世
話
に
関
わ
る
時
間
は
男

性
が
一
時
間
四
三
分
（
二
〇
〇
七
年

一
時
間
三
七
分
）
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
女
性
が
二
時
間
一
四
分
（
二
〇

〇
七
年
二
時
間
二
三
分
）
と
い
う
結

果
が
示
さ
れ
た（
図
１
参
照
）。

二
五
歳
以
上
を
対
象
と
し
た

学
歴
別
の
労
働
時
間
は
低
学

歴
ほ
ど
長
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
高

校
中
退
以
下
が
最
も
長
く
八
時
間
一

〇
分
、
つ
い
で
高
卒
、
七
時
間
五
二

分
、
大
卒
で
七
時
間
二
五
分
と
な
っ

て
い
る
。
高
校
中
退
以
下
と
大
卒
以

上
を
比
べ
て
み
る
と
、
二
〇
〇
七
年

か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
高
校
中

退
以
下
が
長
時
間
化
し
、
大
卒
以
上

が
短
時
間
化
し
格
差
が
広
が
る
傾
向

が
見
ら
れ
る
（
図
２
参
照
）。

　

就
業
し
て
い
な
い
者
も
含
め
た
一

日
の
時
間
の
平
均
的
な
使
い
方
に
つ

い
て
も
集
計
さ
れ
て
お
り
、
二
四
時

間
の
う
ち
、
睡
眠
時
間
が
八
時
間
一

八
分
、
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
ン
チ
や
求
職
活

動
時
間
も
含
め
た
労
働
関
連
の
時
間

に
四
時
間
四
四
分
、
余
暇
・
ス
ポ
ー

ツ
に
四
時
間
三
七
分
と
な
っ
て
い
る
。

余
暇
・
ス
ポ
ー
ツ
の
う
ち
最
も
時
間

が
長
い
の
が
テ
レ
ビ
の
視
聴
時
間
で

あ
り
、
三
時
間

三
三
分
だ
っ
た
。

ま
た
、
年
齢
別

の
労
働
時
間
で

は
男
性
の
三
五

〜
四
四
歳
層
の

六
時
間
八
分
が

最
も
長
く
、
女

性
で
は
四
五
〜

五
四
歳
層
が
四

時
間
一
一
分
で

最
も
長
い
。

1.2
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1.6

1.8

2

2.2
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2.8

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008

図１　家事・子供等の世話に関わる時間（男女別、2003 年～ 2008 年）

資料出所：労働統計局資料より作成
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7.8
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8.4
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図２　学歴別の労働時間の推移（2003 年～ 2008 年）

資料出所：労働統計局資料より作成
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【
参
考
資
料
】

労
働
統
計
局
資
料
（N

E
W
S
, June 24, 

2009, 

〝A
m
erican T

im
e U
se S
urvey

―
2008 R

esults

〞
な
ど
）
を
参
照

（http://w
w
w
.bls.gov/tus/

）

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

フ
ラ
ン
ス
①

失
業
率
、
八
・
七
％
に
上
昇

〜
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
雇
用
調
査

　

国
立
統
計
経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ

Ｅ
Ｅ
）
が
、
六
月
四
日
に
発
表
し
た

雇
用
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
二
〇
〇

九
年
第
１
四
半
期
（
一
〜
三
月
）
の

フ
ラ
ン
ス
本
土
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
に
よ

る
失
業
率
は
八
・
七
％
で
、
二
〇
〇

八
年
第
４
四
半
期
の
七
・
六
％
（
修

正
済
み
）
か
ら
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
上

昇
、
失
業
者
数
は
二
四
五
万
五
〇
〇

〇
人
に
上
っ
た
。

　

失
業
率
が
二
年
半
ぶ
り
の
高
水
準

を
記
録
し
た
こ
と
を
受
け
て
ラ
カ
ル

ド
財
務
相
は
、
二
〇
〇
九
年
の
経
済

成
長
率
が
マ
イ
ナ
ス
三
％
程
度
に
な

る
見
込
み
を
示
す
と
と
も
に
、「
政
府

の
景
気
刺
激
策
が
効
果
を
発
揮
す
る

来
年
ま
で
、
失
業
率
の
上
昇
傾
向
は

続
く
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
方
を
明
ら

か
に
し
た
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
に
よ
る
失
業
率
は
、

就
業
人
口
（
失
業
者
も
含
む
）
に
占

め
る
失
業
者
の
割
合
を
指
す
。
Ｉ
Ｎ

Ｓ
Ｅ
Ｅ
に
よ
る
と
、
〇
九
年
第
１
四

半
期
の
本
土
の
み
の
失
業
率
は
八
・

七
％
、
海
外
県
（D

om
）
を
含
む
フ

ラ
ン
ス
全
土
で
は
九
・
一
％
に
達
し

た
。
ま
た
、
不
完
全
雇
用

（underem
ploym

ent

）（
１
）
の
割

合
も
増
加
し
て
い
る
。
〇
九
年
第
１

四
半
期
で
は
一
三
八
万
九
〇
〇
〇
人
、

つ
ま
り
職
に
就
い
て
い
る
者
の
う
ち

五
・
四
％
が
不
完
全
雇
用
の
状
態
に

あ
り
、
〇
八
年
第
４
四
半
期
の
五
・

一
％
か
ら
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
に
部
分
的
失

業
や
休
業
の
増
加
が
関
係
し
て
い
る

と
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
は
説
明
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
に
よ
る
と
、
無
職
で

働
く
こ
と
を
希
望
す
る
者
も
急
増
し

て
い
る
。
〇
九
年
第
１
四
半
期
に
お

け
る
「
雇
用
に
就
い
て
い
な
い
が
、

働
く
こ
と
を
希
望
す
る
者
」
は
三
一

〇
万
八
〇
〇
〇
人
に
達
し
、
〇
八
年

第
４
四
半
期
か
ら
三
〇
万
七
〇
〇
〇

人
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

人
々
の
一
部
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
に
お

け
る
「
失
業
者
」

に
は
あ
た
ら
な
い
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
に
お

け
る
失
業
者
の
定

義
で
は
、「
二
週
間

以
内
に
就
労
可

能
」「
求
職
活
動

中
」
で
あ
る
こ
と

が
条
件
と
な
る
が
、

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
雇

用
調
査
で
は
、
こ

れ
ら
の
条
件
を
外

す
こ
と
に
よ
り
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
基
準
に
よ

る
と
失
業
者
に
は

な
ら
な
い
も
の
の
、

「
失
業
に
近
い
」

状
況
に
あ
る
人
々

の
状
況
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

〔
注
〕

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
雇
用

調
査
で
は
、
〇
八
年

第
１
四
半
期
よ
り
、

不
完
全
雇
用
を

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で

労
働
し
て
お
り
、
所
定
の
週
に
お
い
て

よ
り
長
い
時
間
働
く
こ
と
を
希
望
し
、

か
つ
、
即
働
く
こ
と
が
可
能
な
状
態
に

あ
る
」
と
い
う
定
義
に
変
更
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
示
す
概
念
に
近
づ
け
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
措
置
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
り
、
定
義
変
更
前
の
デ
ー
タ
と
の

比
較
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
②

若
年
者
の
雇
用
対
策
、
一
三

億
ユ
ー
ロ
の
新
プ
ラ
ン

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
二
〇
〇
九
年

四
月
二
四
日
、
若
年
者
の
失
業
率
の

悪
化
を
受
け
て
、
総
額
一
三
億
ユ
ー

ロ
（
お
よ
そ
一
七
〇
〇
億
円
）
に
の

ぼ
る
緊
急
雇
用
対
策
を
発
表
、
六
月

一
日
か
ら
実
施
し
た
。
二
六
歳
未
満

の
若
年
者
を
対
象
と
す
る
職
業
訓
練
、

見
習
い
、
熟
練
化
契
約
に
よ
る
資
格

取
得
、
特
殊
雇
用
契
約
に
よ
る
雇
用

促
進
が
目
的
。
二
〇
一
〇
年
六
月
ま

で
に
、
若
年
者
五
〇
万
人
以
上
の
雇

用
を
目
指
す
。
計
画
の
主
な
内
容
は

以
下
の
通
り
。

▽
職
業
訓
練
支
援

　

見
習
い
訓
練（
１
）
で
採
用
さ
れ

た
若
年
者
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
国

の
支
出
を
一
億
ユ
ー
ロ
増
額
す
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
秋
以
降
、
雇
用

局
（P

ôle em
ploi

）
に
求
職
者
登

録
し
て
い
る
若
年
者
に
職
業
能
力
の

向
上
を
目
的
と
し
て
職
業
訓
練
を
受

講
さ
せ
る
。
五
万
人
の
若
年
者
の
参

加
、
三
億
三
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
支

出
を
見
込
ん
で
い
る
。

図　ILO基準による失業率
四半期平均CVS（季節変動調整）データ

France = フランス本土＋海外県（Dom）
France Métropolitaine = フランス本土
失業率は、＋ /－ 0.4 ポイントの誤差見込み
四半期から四半期にかけての失業率の変化について、＋ /－ 0.3 ポイントの
誤差見込み
範囲：15歳以上人口
資料出所：INSEE 雇用調査
INSEE “Informations Rapides” 4 juin 2009 - n° 152 ©Insee 2009
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/indic_conj/donnees/doc_idconj_14.pdf

四半期平均CVS（季節変動調整）データ　　単位：千人

無職で働くことを希望している者 2008年
第1四半期

2008年
第2四半期

2008年
第3四半期

2008年
第4四半期

2009年
第1四半期

二週間以内にすぐに働ける(1) 2219 2251 2276 2340 2618
　前月に積極的求職活動 1901 1941 1966 2035 2332
　前月に積極的求職活動なし 317 310 310 306 286
二週間以内にすぐに働けない(2) 460 455 489 460 490
　前月に積極的求職活動 205 200 227 195 217
　前月に積極的求職活動なし 255 255 262 265 273
無職で働きたい者全体(1)+(2) 2679 2706 2765 2801 3108
　うち：ILO基準による非就労者 766 764 785 752 768
　　　　ILO基準による失業者 1912 1942 1980 2048 2340
注 1：(p)= 仮データ
注 2：積極的求職活動は、Eurostat の基準をもとに算出
領域：フランス本国、世帯の人口、15歳以上の人口
資料出所：INSEE雇用調査
INSEE “Informations Rapides” 4 juin 2009 - n° 152 ©Insee 2009
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/indic_conj/donnees/doc_idconj_14.pdf

表　無職で働くことを希望している者
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▽
見
習
い
を
採
用
し
た
企
業
に
特
別

助
成
金

　

従
業
員
数
五
〇
人
未
満
の
企
業
が
、

見
習
い
訓
練
生
（apprenti

）
を
採

用
し
た
場
合
、
一
八
〇
〇
ユ
ー
ロ
の

特
別
助
成
金
を
支
給
す
る
。
こ
の
特

別
助
成
金
は
、
見
習
い
契
約
の
署
名

時
に
半
分
、
残
り
の
半
分
は
六
カ
月

後
に
支
払
わ
れ
る
。
財
政
支
出
は
、

七
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
見
込
み
。

▽
熟
練
化
契
約（contrat de 

professionnalisation

）（
２
）
の
促

進
　

二
六
歳
未
満
の
若
年
者
を
熟
練
化

契
約
（
資
格
取
得
を
目
指
し
職
業
訓

練
を
受
け
な
が
ら
就
業
す
る
雇
用
契

約
）
に
よ
っ
て
採
用
し
た
企
業
に
は
、

一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
特
別
助
成
金
を

支
給
す
る
。
バ
カ
ロ
レ
ア
（
大
学
入

学
資
格
相
当
）
を
持
た
な
い
者
を
採

用
し
た
場
合
に
は
、
二
〇
〇
〇
ユ
ー

ロ
の
特
別
助
成
金
を
支
給
す
る
。
二

〇
〇
九
年
六
月
一
日
か
ら
二
〇
一
〇

年
六
月
一
日
の
間
に
、
一
七
万
件
の

熟
練
化
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ

と
を
目
指
す
。
特
別
助
成
金
の
支
給

総
額
は
、
二
億
二
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ

の
見
込
み
。

▽
研
修
生
を
Ｃ
Ｄ
Ｉ 

（
期
間
の
定
め

の
な
い
雇
用
契
約
）
で
採
用

　

二
〇
〇
九
年
四
月
二
四
日
よ
り
前

か
ら
研
修
し
て
い
る
若
年
研
修
生

（stagiaire

）
を
Ｃ
Ｄ
Ｉ
で
正
式
に

採
用
し
た
企
業
に
対
し
、
三
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
の
特
別
助
成
金
を
支
給
す
る
。

助
成
金
は
、
採
用
時
に
一
五
〇
〇

ユ
ー
ロ
、
六
カ
月
後
に
一
五
〇
〇

ユ
ー
ロ
と
、
二
回
に
分
け
て
支
払
わ

れ
る
。
こ
の
措
置
に
か
か
る
費
用
は

一
億
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ（
一
年
間
）、

五
万
人
の
若
年
研
修
生
が
Ｃ
Ｄ
Ｉ
で

採
用
さ
れ
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
ま

た
、
現
行
制
度
下
で
は
、
研
修
生
は

三
カ
月
目
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
九
年
夏
ま

で
に
、
二
カ
月
目
か
ら
報
酬
を
得
ら

れ
る
よ
う
法
律
を
改
正
す
る
。

▽
セ
カ
ン
ド
・
チ
ャ
ン
ス
学
校
の
定

員
増

　

学
業
修
了
証
を
取
得
で
き
ず
に
学

校
教
育
制
度
か
ら
離
れ
た
者
を
対
象

に
再
教
育
の
機
会
を
与
え
る
、
セ
カ

ン
ド
・
チ
ャ
ン
ス
学
校
（E
coles 

de la D
euxièm

e C
hance

）
の
定

員
を
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
現
在
の

四
八
〇
〇
人
か
ら
七
二
〇
〇
人
増
員

し
一
万
二
〇
〇
〇
人
と
す
る
。
政
府

は
、
同
制
度
を
地
域
圏
と
の
協
力
の

下
で
実
施
し
、
費
用
の
三
分
の
一
を

負
担
、
二
六
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
支
出

を
見
込
ん
で
い
る
。

▽
特
殊
雇
用
契
約
の
利
用
促
進

　

長
期
失
業
者
な
ど
、
就
職
困
難
な

者
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
（
最
低
週
二
〇

時
間
）
か
フ
ル
タ
イ
ム
で
雇
用
す
る

特
殊
雇
用
契
約
で
あ
る
「
雇
用
主
主

導

契

約
（C

ontrat Initiative 
E
m
ploi

）」
で
採
用
さ
れ
る
若
年
者

を
、
二
〇
〇
九
年
下
半
期
に
五
万
人

増
加
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
同
契
約

は
、
雇
用
期
間
は
無
期
か
ら
二
四
カ

月
以
下
の
有
期
で
、
そ
の
間
に
企
業

内
指
導
員
に
よ
る
研
修
や
職
業
訓
練

を
任
意
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
用
者
に
は
法
定
最
低
賃
金
（
Ｓ
Ｍ

Ｉ
Ｃ
）
以
上
の
報
酬
が
支
給
さ
れ
、

国
は
そ
の
一
部
（
最
高
で
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ

の
四
七
％
）
を
負
担
す
る
。
採
用
し

た
企
業
は
、
社
会
保
険
料
の
雇
用
主

負
担
が
一
部
免
除
さ
れ
る
。
財
政
負

担
は
、
一
億
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
増

加
す
る
と
政
府
は
見
込
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
非
商
業
セ
ク
タ
ー
（
主

に
地
方
公
共
団
体
な
ど
）
が
、
三
万

人
の
若
年
者
を
特
殊
雇
用
契
約
で
採

用
す
る
と
い
う
目
標
も
盛
り
込
ま
れ

た
。
就
業
活
動
の
経
験
を
積
ま
せ
、

後
に
商
業
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
就
職

を
有
利
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
こ
の
特
殊
雇
用
契
約
に
よ
る

採
用
に
か
か
る
費
用
の
九
割
を
国
が

負
担
し
、
二
億
三
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ

の
支
出
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

▽
社
会
保
険
料
雇
用
主
負
担
ゼ
ロ
制

度（dispositif Z
éro charges

）
の

適
用
を
拡
大

　

現
行
で
は
、
従
業
員
数
一
〇
人
未

満
の
企
業
が
、
新
た
に
従
業
員
を
採

用
し
た
場
合
、
あ
る
一
定
の
条
件
下

で
、
国
が
助
成
金
を
支
給
す
る
と
い

う
か
た
ち
で
、
社
会
保
険
料
の
雇
用

主
負
担
を
完
全
に
免
除
し
て
い
る
。

今
後
は
、
見
習
い
訓
練
生

（apprenti

）
を
採
用
し
た
企
業
は
、

企
業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
制
度

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
期
間
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
三

〇
日
ま
で
の
一
年
間
。
財
政
支
出
は

一
億
ユ
ー
ロ
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
（
国
立
統
計
経
済
研

究
所
）
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
第

４
四
半
期
に
一
八
・
三
％
だ
っ
た
若

年
者
の
失
業
率
は
、
二
〇
〇
八
年
同

期
に
は
二
一
・
一
％
に
ま
で
上
昇
し

て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
第
１
四
半
期

に
は
、
さ
ら
に
上
昇
し
二
三
・
五
％

に
達
す
る
見
込
み
。
サ
ル
コ
ジ
大
統

領
は
、「
何
も
し
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に

一
七
万
か
ら
二
二
万
人
も
の
若
者
が

二
〇
一
〇
年
度
末
ま
で
に
職
を
失
う

で
あ
ろ
う
」
と
し
、
事
態
が
深
刻
で

あ
る
こ
と
を
強
調
、「
政
府
に
は
、
対

話
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
。
共
に

働
こ
う
で
は
な
い
か
」
と
、
地
域
圏

と
労
使
代
表
の
動
員
を
呼
び
か
け
た
。

　

企
業
側
が
、
企
業
負
担
を
軽
減
す

る
今
回
の
プ
ラ
ン
に
賛
成
し
て
い
る

一
方
で
、
労
組
側
は
「
確
か
に
若
年

者
の
雇
用
対
策
は
必
要
で
あ
る
。
だ

が
、
既
存
の
制
度
を
財
政
面
だ
け
で

カ
バ
ー
す
る
だ
け
の
プ
ラ
ン
は
不
十

分
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
規

模
な
消
費
支
援
プ
ラ
ン
も
必
要
だ
。

こ
れ
で
は
、
こ
の
三
〇
年
間
で
実
施

さ
れ
て
き
た
若
年
者
雇
用
対
策
と
同

様
、失
敗
に
終
わ
る
可
能
性
が
高
い
」

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．
一
六
〜
二
五
歳
の
若
年
者
を
対
象
に
、

一
般
教
育
、
理
論
、
実
践
を
施
し
、
各

種
レ
ベ
ル
の
職
業
資
格
を
取
得
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
、「
見
習
い
訓

練
制
度
」
と
い
う
。
見
習
い
訓
練
生
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｄ
（
有
期
雇
用
契
約
）
で
採
用
さ
れ
、

働
き
な
が
ら
、
見
習
い
訓
練
セ
ン
タ
ー

（
Ｃ
Ｆ
Ａ
）
で
座
学
を
受
講
す
る
。 

２
．
特
殊
雇
用
契
約
の
ひ
と
つ
。
学
業
を

終
え
、
資
格
取
得
を
目
指
す
一
六
〜
二

五
歳
の
若
者
と
二
六
歳
以
上
の
求
職
者

で
、
就
業
期
間
を
通
し
て
希
望
す
る
職

業
教
育
訓
練
を
受
け
る
も
の
。
対
象
者
は
、

雇
用
主
と
の
間
で
労
働
契
約
を
締
結
し
、

そ
の
上
で
職
業
教
育
訓
練
機
関
等
と
訓

練
協
定
を
結
び
、
訓
練
を
受
け
る
。
訓

練
に
は
、
就
業
活
動
期
間
の
う
ち
、
一

五
〜
二
五
％
（
一
五
〇
時
間
以
上
）
が

割
り
当
て
ら
れ
る
。
契
約
期
間
は
、
原

則
と
し
て
六
カ
月
か
ら
一
二
カ
月
の
Ｃ

Ｄ
Ｄ（
有
期
雇
用
契
約
）又
は
Ｃ
Ｄ
Ｉ（
無

期
雇
用
契
約
）
の
い
ず
れ
で
も
良
い
。

二
五
歳
以
下
の
若
年
者
又
は
四
五
歳
以

上
の
中
高
年
を
こ
の
雇
用
契
約
で
採
用

し
た
場
合
、
雇
用
主
は
、
当
該
被
用
者

に
か
か
る
訓
練
期
間
中
の
社
会
保
険
料

雇
用
主
負
担
が
全
額
免
除
さ
れ
る
。
Ｃ

Ｄ
Ｉ
と
し
て
労
働
契
約
を
締
結
し
た
場

合
、
雇
用
主
は
、
当
該
従
業
員
一
人
当

た
り
一
年
目
に
は
月
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約

二
万
八
〇
〇
〇
円
）、
二
年
目
に
は
月
一

〇
〇
ユ
ー
ロ
（
約
一
万
四
〇
〇
〇
円
）

の
助
成
金
を
国
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
（
二
〇
〇
六
年
改
正
）。 

（
国
際
研
究
部
）
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48
韓
国

貨
物
連
帯
ス
ト
は
混
乱
な
く
終

了
、
双
竜
自
動
車
は
長
期
化

　

韓
国
で
運
輸
関
係
労
組
が
ス
ト
に

入
り
一
部
貨
物
輸
送
に
影
響
が
で
た

が
、
大
き
な
混
乱
は
な
く
終
了
し
た

模
様
だ
。
六
月
一
〇
日
、
全
面
ス
ト

ラ
イ
キ
に
入
っ
た
の
は
貨
物
ト
ラ
ッ

ク
運
転
手
約
一
万
五
〇
〇
〇
人
が
所

属
す
る
全
国
運
輸
産
業
労
働
組
合
・

貨
物
連
帯
。
ス
ト
の
影
響
に
よ
り
鉄

道
を
利
用
し
た
貨
物
輸
送
が
一
時
急

増
し
た
。
国
土
海
洋
部
に
よ
る
と
、

一
三
日
の
鉄
道
を
利
用
し
た
コ
ン
テ

ナ
輸
送
は
、
通
常
の
週
末
の
二
倍
以

上
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
全
国
運
輸
産
業
労
働
組

合
・
貨
物
連
帯
に
よ
る
全
面
ス
ト
ラ

イ
キ
は
一
五
日
に
は
終
了
し
た
模
様

だ
。
ス
ト
の
主
要
因
と
な
っ
て
い
た

大
韓
通
運
の
解
雇
者
三
八
人
の
復
職

問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
同
社
と
貨
物

連
帯
の
間
で
合
意
が
成
立
し
た
た
め
。

合
意
文
に
は
、
大
韓
通
運
が
解
雇
者

を
今
年
三
月
一
五
日
以
前
の
勤
務
条

件
で
復
職
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
た
。
ス
ト
が
終
了
し
た
一
五

日
、
主
要
物
流
基
地
で
あ
る
義
王
内

陸
コ
ン
テ
ナ
基
地
（
京
畿
道
）
や
平

澤
港（
京
畿
道
）は
正
常
化
し
て
い
る
。

　

他
方
、
鉄
道
労
組
で
も
ス
ト
の
動

き
が
出
て
い
る
。
全
国
民
主
労
働
組

合
総
連
盟
（
民
主
労
総
）、
全
国
運

輸
産
業
労
組
傘
下
の
全
国
鉄
道
労
組

（
Ｋ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｌ
）
は
二
一
日
、
二

三
日
か
ら
全
国
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ

（
安
全
運
行
闘
争
）
を
行
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
特
急
の
セ
マ
ウ
ル

号
や
ム
グ
ン
フ
ァ
号
な
ど
旅
客
車
お

よ
び
貨
物
車
な
ど
、
Ｋ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｌ

の
す
べ
て
の
車
両
が
対
象
と
な
り
、

列
車
の
遅
れ
な
ど
影
響
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
。
Ｋ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｌ
側
は
二
二

日
か
ら
対
策
本
部
を
開
い
て
代
替
列

車
を
準
備
す
る
な
ど
地
域
別
の
対
策

を
実
施
し
、
列
車
の
遅
れ
を
最
小
化

さ
せ
る
方
針
と
い
う
。

　

一
方
、
経
営
再
建
を
進
め
る
双
竜

自
動
車
の
労
働
組
合
が
リ
ス
ト
ラ
撤

回
を
求
め
て
起
こ
し
た
ス
ト
は
長
期

化
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
同
社
は

二
六
日
、
希
望
退
職
者
の
再
募
集
や

経
営
再
建
後
の
再
雇
用
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
最
終
案
を
提
示
し
た
。
同
案

の
主
な
内
容
は
、
①
約
三
二
〇
人
に

営
業
職
な
ど
へ
の
転
換
を
図
っ
て
雇

用
を
維
持
②
約
二
〇
〇
人
は
二
〇
一

二
年
ま
で
休
職
も
し
く
は
優
先
的
な

再
雇
用
の
機
会
を
付
与
③
約
四
五
〇

人
に
希
望
退
職
の
機
会
を
再
度
付
与

④
す
で
に
希
望
退
職
し
た
人
（
一
六

七
〇
人
）
に
対
し
て
は
人
員
充
て
ん

の
必
要
が
生
じ
た
場
合
優
先
的
に
雇

用
す
る
制
度
を
適
用―

―

と
い
う
も

の
。
し
か
し
、
会
社
側
の
同
最
終
案

に
対
し
労
組
は
こ
れ
を
不
満
と
し
て

拒
否
し
た
。

　

一
カ
月
以
上
に
わ
た
り
平
澤
工
場

（
京
畿
道
）
を
占
領
す
る
労
組
に
た

ま
り
か
ね
た
社
員
約
三
〇
〇
〇
人
は

同
日
午
後
一
時
四
五
分
ご
ろ
、
門
外

か
ら
工
場
敷
地
内
に
進
入
。
労
組
と

激
し
い
も
み
合
い
に
な
り
、
十
数
人

が
負
傷
、
警
察
が
介
入
す
る
事
態
と

な
っ
た
。
交
渉
を
続
け
る
双
竜
自
動

車
の
労
使
だ
が
、
お
互
い
の
歩
み
寄

り
は
見
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
以
上

長
引
け
ば
危
機
的
な
状
況
に
陥
る
可

能
性
も
あ
る
。

【
資
料
出
所
】

Ｎ
Ｎ
Ａ
、
ソ
ウ
ル
経
済
新
聞
、
聯
合
ニ
ュ
ー

ス
他 

（
国
際
研
究
部
）

中
国

技
能
労
働
者
の
人
材
育
成

　

市
場
競
争
の
激
化
に
伴
う
人
的
資

源
の
必
要
性
か
ら
人
材
育
成
に
力
を

入
れ
る
中
国
で
は
、
技
能
労
働
者
の

教
育
を
特
に
重
視
し
て
い
る
。
人
力

資
源
社
会
保
障
部
の
王
副
部
長
は
四

月
二
七
日
、
全
国
職
業
能
力
開
発
会

議
に
お
い
て
、
職
業
能
力
開
発
に
関

す
る
最
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
、
技
能
労

働
者
の
総
数
は
全
国
で
約
九
八
九
〇

万
人
で
あ
り
全
国
の
都
市
部
就
業
者

数
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
技
能
労

働
者
は
技
能
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
、
高

級
技
師
、
技
師
、
高
級
労
働
者
、
中

級
労
働
者
、
初
級
労
働
者
に
分
か
れ

る
が
、
こ
の
う
ち
高
級
技
師
、
技
師

は
四
二
九
万
人
で
、
技
能
労
働
者
の

四
・
三
％
を
占
め
、
高
級
労
働
者
は

一
八
一
〇
万
人
で
、
一
八
・
三
％
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
級
技
師
、

技
師
、
高
級
労
働
者
な
ど
高
度
人
材

が
技
能
労
働
者
全
体
に
占
め
る
割
合

は
二
二
・
六
％
で
あ
り
、
中
級
労
働

者
は
三
・
七
四
七
万
人
で
三
七
・
九
％
、

初
級
労
働
者
は
三
九
〇
四
万
人
で
三

九
・
五
％
で
あ
っ
た
。

　

全
国
で
何
ら
か
の
ス
キ
ル
を
持
つ

技
能
労
働
者
の
数
が
一
億
人
近
く
に

達
す
る
一
方
、技
工（
技
術
労
働
者
）

学
校
の
数
は
三
〇
七
五
校
と
な
り
、

二
〇
〇
八
年
の
募
集
者
数
は
一
六
一

万
人
で
あ
っ
た
。
技
工
学
校
卒
業
生

の
平
均
就
職
率
は
九
六
％
に
達
し
て

い
る
。
こ
の
期
間
に
、
全
国
で
合
わ

せ
て
一
三
三
七
万
人
が
職
業
技
能
検

定
を
受
け
、
う
ち
一
一
三
七
万
人
が

職
業
資
格
証
書
を
取
得
し
た
。

　

地
方
レ
ベ
ル
の
取
組
に
関
し
て
は
、

例
え
ば
広
東
省
で
は
、
二
〇
〇
三
年

か
ら
毎
年
技
工
学
校
の
た
め
に
二
億

元
の
特
別
補
助
金
を
計
上
し
て
き
た

が
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
こ
れ
を
三

億
元
に
引
き
上
げ
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
に
累
計
で
約
一
五
億
元
が
投
入
さ

れ
た
。
ま
た
広
東
省
で
は
財
政
面
に

お
け
る
支
援
を
拡
大
す
る
と
も
に
、

企
業
、
個
人
が
積
極
的
に
投
資
し
て

教
育
に
従
事
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て

お
り
、
さ
ら
に
金
融
機
関
や
国
外
の

資
金
を
調
達
し
て
技
術
労
働
者
の
教

育
を
発
展
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構

築
を
模
索
し
て
い
る
。

　

ま
た
江
蘇
省
は
、
大
学
企
業
協
力

指
導
委
員
会
の
調
整
を
受
け
、
技
工

学
校
と
企
業
が
共
同
で
高
い
技
能
の

人
材
を
育
成
す
る
制
度
を
検
討
中
だ
。

技
術
系
の
高
等
教
育
機
関
は
就
職
を

視
野
に
入
れ
た
学
校
経
営
に
力
を
入

れ
、
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
タ

イ
ム
リ
ー
に
専
門
分
野
や
職
種
の
設

定
を
調
整
し
、
職
場
に
よ
り
適
応
し

た
技
能
人
材
の
育
成
を
目
指
す
。
ま

た
、
企
業
側
も
技
工
学
校
に
実
習
の

場
を
提
供
し
、
実
習
指
導
教
師
を
派

遣
す
る
な
ど
、
多
く
の
企
業
が
技
工

学
校
と
協
力
し
て
「
技
師
直
通
ク
ラ

ス
」
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　

前
出
の
王
副
部
長
は
、
今
後
さ
ら

に
職
業
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
四

つ
の
指
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ

は
、
①
技
術
系
の
高
等
教
育
機
関
の

学
生
募
集
の
規
模
を
拡
大
し
、
二
〇

〇
九
年
に
二
〇
〇
万
人
を
達
成
す
る

こ
と
、
②
学
校
と
企
業
の
協
力
推
進

に
力
を
入
れ
る
こ
と
、
③
技
術
系
の

高
等
教
育
機
関
の
教
育
改
革
を
引
き

続
き
進
め
る
こ
と
、
④
技
術
系
の
高

等
教
育
機
関
と
民
間
の
訓
練
学
校
の

管
理
を
規
範
化
し
、
技
能
者
の
職
業

資
格
認
証
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
。

　

さ
ら
に
政
府
は
、「
高
技
能
人
材
育

成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
展
開
し
、
一

〇
年
後
に
は
全
国
で
一
〇
〇
の
技
師

学
院
、
六
〇
〇
の
高
級
技
工
学
校
、

八
〇
〇
の
企
業
従
業
員
研
修
セ
ン

タ
ー
、
三
〇
〇
〇
の
技
能
作
業
室
を

サ
ポ
ー
ト
し
、
高
技
能
人
材
の
育
成

機
関
と
研
修
の
場
を
確
保
、
高
技
能

人
材
の
育
成
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体
系
を

形
成
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

『
中
国
労
働
保
障
報
』
五
月
六
日
八
日
、

第
一
、
第
三
版
、
海
外
委
託
調
査
員

（
国
際
研
究
部
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ

仕
事
に
関
す
る
世
界
協
定
を

採
択

　

世
界
金
融
危
機
は
、今
日
、経
済
・
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社
会
・
雇
用
の
危
機
と
な
っ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
明
る
い
経
済
指
標
は
あ

る
も
の
の
、
仕
事
の
危
機
は
引
き
続

き
深
刻
化
し
て
い
る
。
国
際
労
働
機

関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
、
二
〇
〇
九
年
に

失
業
者
が
約
五
〇
〇
〇
万
人
増
え
、

働
く
貧
困
層
は
二
〇
〇
七
年
と
比
べ

て
二
〇
〇
九
年
末
ま
で
に
約
二
億
人

増
加
す
る
、
と
予
測
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
第
九
八

回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
は
、
加
盟
国
の
政

労
使
代
表
の
協
議
を
経
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ジ
ョ
ブ
ズ
・
パ
ク
ト
（
仕
事

に
関
す
る
世
界
協
定
）
が
全
会
一
致

で
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
世
界
経

済
危
機
か
ら
の
回
復
政
策
の
中
心
に

雇
用
と
社
会
的
保
護
を
据
え
る
よ
う

各
国
に
緊
急
に
要
請
す
る
も
の
で
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
国
で
成
果
が
あ
っ

た
実
践
的
な
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
提

示
し
て
い
る
。
主
た
る
目
的
は
、
通

常
四
〜
五
年
と
言
わ
れ
る
経
済
成
長

の
回
復
と
雇
用
の
回
復
の
時
間
差
を

短
縮
し
、
人
々
に
不
安
定
な
暮
ら
し

を
余
儀
な
く
さ
せ
る
仕
事
の
危
機
が
、

今
後
六
〜
八
年
も
続
く
こ
と
を
回
避

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

パ
ク
ト
が
提
示
す
る
政
策
分
野
は
、

○
回
復
政
策
に
関
す
る
政
労
使
協
議

の
促
進
○
積
極
的
労
働
市
場
政
策
の

強
化
○
存
続
可
能
な
仕
事
の
保
持
○

訓
練
・
技
能
開
発
を
通
じ
た
求
職
者

支
援
○
雇
用
保
障
制
度
の
拡
大
○
若

者
と
脆
弱
な
グ
ル
ー
プ
へ
の
特
別
な

配
慮
○
中
小
企
業
を
中
心
と
す
る
持

続
可
能
な
企
業
へ
の
支
援
○
労
働
者

の
権
利
の
保
護
、
職
場
に
お
け
る
差

別
を
な
く
す
た
め
の
措
置
、
国
際
労

働
基
準
の
促
進
（
特
に
賃
金
の
引
き

下
げ
に
取
り
組
む
団
体
交
渉
）
○
イ

ン
フ
ラ
や
公
共
財
（
健
康
、
教
育
、

社
会
サ
ー
ビ
ス
）
へ
の
雇
用
集
約
的

な
投
資
○
明
日
の
グ
リ
ー
ン
経
済
へ

の
投
資
○
食
糧
保
障
と
農
村
開
発
へ

の
投
資
○
社
会
的
保
護
の
拡
張
と
年

金
シ
ス
テ
ム
の
維
持
○
社
会
対
話
を

通
し
た
企
業
の
構
造
再
編
○
移
民
労

働
者
へ
の
公
正
な
処
遇―

―

な
ど
で

あ
る
。

　

パ
ク
ト
の
特
徴
と
し
て
は
、
第
一

に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
を
構
成
す
る
政
労
使
三

者
の
集
団
的
な
政
策
合
意
で
あ
る
こ

と
、
第
二
に
、
各
国
の
状
況
に
応
じ

て
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
策

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
総
合
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、

第
三
に
、
投
資
と
企
業
促
進
を
通
し

て
危
機
に
取
り
組
む
生
産
的
な
構
想

で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
国
連
・
ブ

レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
機
関
・
Ｇ
２
０
な
ど

が
め
ざ
す
強
力
な
政
策
の
収
束
と
整

合
性
に
対
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
貢
献
で
あ

る
こ
と
、
最
後
に
、
国
際
法
的
な
義

務
で
は
な
く
、
共
通
の
政
策
ア
プ

ロ
ー
チ
に
関
す
る
国
際
的
合
意
で
あ

る
こ
と―

―

が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

パ
ク
ト
は
、
す
べ
て
の
働
く
家
族

に
希
望
と
機
会
を
与
え
る
幅
広
い
経

済
社
会
開
発
へ
の
生
産
的
な
道
筋
を

示
し
、
今
回
の
危
機
の
原
因
と
も

な
っ
た
不
均
衡
の
な
い
、
よ
り
公
正

で
、
グ
リ
ー
ン
で
、
持
続
可
能
な
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
め
ざ
す
政
策
の
選
択

肢
を
提
供
し
て
い
る
。

　国際労働機関は、社会的パートナーである政府、労働者、使用者とともに、自由、公平、保障、人間の尊厳が確保
された条件のもとで、すべての人がディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を得る機会を促進する
ために活動する国連専門機関です。

排除される人のいない社会をめざし、多様性を尊重するＩＬＯの価値観は、個人として、チームとして、また組織と
してＩＬＯが行うすべての活動の指針となっています。もし貴方が国際的に多様な環境の中で高い志をもって世界的
にやりがいのある仕事をすることを望み、また、協調的かつ計画的で、卓越した分析力とコミュニケーション能力を
もち、優れた業績があり、意欲的に学び成長することを強く望む人物であるならば、ＩＬＯはまさに貴方の活躍の場
となるでしょう。

ＩＬＯ本部では現在、次の分野の空席を募集しています。

専門技術分野

国際労働基準、雇用、職業技能・知識・就業能力、経済政策・労働市場、エコノミスト（調査研究）
社会保障、労働安全衛生、労働移動、社会対話、労働行政・労働監督 

内部運営・管理

運営・管理、マネジメント、プログラミング、財務、人事、法務、翻訳・修正・編集、IT

上記の空席に関する詳細（契約・雇用条件、応募方法、等）については、８月３日以降にウェブサイト
www.ilo.org/hrd をご参照ください。応募締め切りは 2009 年 9月 3日です。

ディーセント・ワーク
より良い世界は、ここから始まる


